
1 賦課限度額の引き上げ
後期高齢者支援金等分(支援分) 20万円 ⇒ 22万円

2 保険料軽減の判定となる所得基準額の引き上げ(軽減対象が拡大)
①５割軽減

基準額 43万円＋(給与所得者等の数―1)×10万円＋28.5万円×被保険者数
⇒ 基準額 43万円＋(給与所得者等の数―1)×10万円＋29万円×被保険者数
②２割軽減

基準額 43万円＋(給与所得者等の数―1)×10万円＋52万円×被保険者数
⇒ 基準額 43万円＋(給与所得者等の数―1)×10万円＋53.5万円×被保険者数

3 出産育児一時金の見直し
出産育児一時金(産科医療補償制度を含む) 42万円 ⇒ 50万円

◎施行期日等 令和5年4月1日
・1・2は、令和5年度分の保険料から適用
・3は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用
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